
 

第３ グループ通算制度に関する取扱通達関係 

令和２年９月 30 日付課法２－33 ほか２課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」（法令解釈通達）のうち次の「改正前」

欄に掲げるものをそれぞれ「改正後」欄のように改める。 
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 第 17条の５((特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等))関 

       係 

 第 18 条の２ ((被災代替資産等の特別償却))関係 

 

第５ 共通事項関係 

 

第２章 準備金等 

 

第 55 条の２((中小企業事業再編投資損失準備金))関係 

 

（通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定） 

３－12 通算法人に係る措置法第55条の２第１項((中小企業事業再編投資損失準

備金))の規定は、当該通算法人が同項に規定する株式等の同項に規定する取得

（以下３－12において「取得」という。）後、その取得の日を含む事業年度終

了の日までの間、同項に規定する中小企業者に該当する場合でなければ適用が

ないのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失っ

た通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度についても、同様

とする。 

 

第３章 資産の譲渡の場合の課税の特例 

 

（損金算入限度額の意義）  

３－13 措置法第 65 条の６((資産の譲渡に係る特別控除額の特例))に規定する

5,000 万円の限度額は、当該法人及び同条に規定する完全支配関係法人（以下

３－13において「完全支配関係法人」という。）を一体とした年を通ずる損金

 第 17条の５((特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等))関 

       係 

 第 18 条の２ ((被災代替資産等の特別償却))関係 
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（損金算入限度額の意義）  

３－12 措置法第 65 条の６((資産の譲渡に係る特別控除額の特例))に規定する

5,000 万円の限度額は、当該法人及び同条に規定する完全支配関係法人（以下

３－12において「完全支配関係法人」という。）を一体とした年を通ずる損金
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算入限度額であるから、仮に、個々の完全支配関係法人の同条の適用対象とな

る措置法第 65条の２第１項、第２項若しくは第７項((収用換地等の場合の所得

の特別控除))、第 65条の３第１項((特定土地区画整理事業等のために土地等を

譲渡した場合の所得の特別控除))、第 65条の４第１項((特定住宅地造成事業等

のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))、第 65条の５第１項((農地

保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除))又は第65条の

５の２第１項((特定の長期所有土地等の所得の特別控除))の損金算入限度額の

合計額が 5,000 万円を超えない場合であっても、当該法人及びその完全支配関

係法人の措置法第65条の６に規定する調整前損金算入額が5,000万円を超えて

いるときには、当該超える部分の金額は同条の規定の適用があることに留意す

る。 

 

（単体法人にも共通して適用される取扱い） 

５－１ ２－９((優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準

備金の額))、２－11((売掛金、貸付金に準ずる債権))及び３－13((損金算入限度

額の意義))の取扱いは、通算制度を適用しない法人についても適用される。 

 

算入限度額であるから、仮に、個々の完全支配関係法人の同条の適用対象とな

る措置法第 65条の２第１項、第２項若しくは第７項((収用換地等の場合の所得

の特別控除))、第 65条の３第１項((特定土地区画整理事業等のために土地等を

譲渡した場合の所得の特別控除))、第 65条の４第１項((特定住宅地造成事業等

のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))、第 65条の５第１項((農地

保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除))又は第65条の

５の２第１項((特定の長期所有土地等の所得の特別控除))の損金算入限度額の

合計額が 5,000 万円を超えない場合であっても、当該法人及びその完全支配関

係法人の措置法第65条の６に規定する調整前損金算入額が5,000万円を超えて

いるときには、当該超える部分の金額は同条の規定の適用があることに留意す

る。 

 

（単体法人にも共通して適用される取扱い） 

５－１ ２－９((優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準

備金の額))、２－11((売掛金、貸付金に準ずる債権))及び３－12((損金算入限度

額の意義))の取扱いは、通算制度を適用しない法人についても適用される。 
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